
特
例
に
よ
る

退
職
共
済
年
金
の
請
求
に
つ
い
て

　

1
年
以
上
の
組
合
員
期
間
が
あ
り
、か
つ
組
合

員
期
間
等（
※
）が
25
年
以
上
あ
る
方
が
、60
歳
に

到
達
す
る
と
特
例
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
を
受
け

る
権
利
が
発
生
し
ま
す
。

　

こ
の
権
利
は
、退
職
後
は
も
と
よ
り
公
務
員
と

し
て
在
職
中
で
あ
っ
て
も
発
生
す
る
こ
と
と
な

り
、年
金
の
請
求
決
定
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、こ
の
特
例
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
は
公
務

員
と
し
て
在
職
中
の
場
合
に
は
、原
則
と
し
て
支
給

停
止
と
な
り
ま
す
が
、給
料
や
期
末
手
当
等
の
額
に

応
じ
て
一
部
支
給
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
次
の
と
お
り
在
職
中
に
60
歳
に
到
達
さ

れ
る
組
合
員
の
皆
さ
ん
へ
退
職
共
済
年
金
の
請
求

等
に
つ
い
て
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

（
※
）組
合
員
期
間
等
…
公
務
員
・
厚
生
年
金
保

険
・
国
民
年
金
・
私
立
学
校
教
職
員
の
期
間
等
を
合

算
し
た
期
間
で
す
。

﹇ 

Ⅰ 

﹈ 

請
求
手
続
き

　

所
定
の
請
求
様
式
に
必
要
書
類
を
添
付
し
て
い

た
だ
き
、所
属
所
の
共
済
事
務
担
当
課（
人
事
課

ま
た
は
総
務
課
等
）を
経
由
し
て
請
求
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

　

請
求
に
か
か
る
様
式
に
つ
き
ま
し
て
は
、各
所

属
所
の
共
済
事
務
担
当
課
に
申
し
出
て
い
た
だ

く
か
、全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会（
以
下

「
全
国
連
合
会
」
）の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
様
式
の

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
印
刷
が
可
能
な
ペ
ー
ジ
が
あ
り
ま

す
の
で
、そ
こ
か
ら
印
刷
し
て
く
だ
さ
い
。

全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://www.shichousonren.or.jp/

﹇ 

Ⅱ 

﹈ 

請
求
時
期

　

退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
は
60
歳
の
誕
生
日
が
到

来（
60
歳
の
誕
生
日
の
前
日
）し
た
時
点
で
そ
の
権
利

が
発
生
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。よ
っ
て
、年
金
の
請

求
は
こ
の
60
歳
到
達
日
以
降
に
行
っ
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

﹇ 
Ⅲ 
﹈ 

決
定
後
の
年
金
証
書
等
の
交
付

　

当
共
済
組
合
で
は
、前
記
に
よ
り
提
出
の
あ
っ

た
請
求
書
等
を
受
理
・
審
査
し
、全
国
連
合
会
へ
請

求
書
を
進
達
い
た
し
ま
す
。ま
た
、全
国
連
合
会

で
は
進
達
さ
れ
た
請
求
書
に
基
づ
き
年
金
の
決
定

を
行
い
、後
日
、年
金
証
書
を
共
済
組
合
及
び
所

属
所
の
共
済
事
務
担
当
課
を
経
由
し
て
請
求
者
の

方
々
に
交
付
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、こ
の
年
金
証
書
は
全
国
連
合
会
か
ら
年

金
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
重
要

な
書
類
で
す
か
ら
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

﹇ 

Ⅳ 

﹈ 

年
金
課
か
ら
の
お
願
い

　

年
度
末
は
定
年
退
職
者
の
年
金
改
定
処
理
等

の
事
務
が
集
中
す
る
時
期
で
す
。事
務
処
理
を
円

滑
に
行
い
、速
や
か
に
全
国
連
合
会
へ
の
事
務
手

続
き
が
行
え
る
よ
う
、在
職
中
に
60
歳
に
到
達
さ

れ
た
場
合
に
は
決
定
請
求
書
の
提
出
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
請
求
に
あ
た
っ
て
の
必
要
書
類
等
の
手
続
き
に
関

し
ま
し
て
は
、共
済
事
務
担
当
課
の
指
示
に
従
っ
て

行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

在
職
中
に
60
歳
に
到
達
さ
れ
る
方
へ

　

当
共
済
組
合
で
は
、退
職
後
す
ぐ
に
年
金
受
給

者
と
な
ら
な
い
方
が
、退
職
後
に
お
い
て
年
金
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
年
齢
に
な
ら
れ
ま
し
た
ら
、

ご
自
宅
へ〝
退
職
共
済
年
金
請
求
書
等
の
事
前
送

付
〞を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、平
成
22
年
1
月

受
給
権
発
生
者
か
ら
は
、退
職
共
済
年
金
の
請
求

漏
れ
の
防
止
及
び
年
金
裁
定
に
要
す
る
事
務
の
効

率
化
を
図
る
た
め
、退
職
共
済
年
金
請
求
書
等
に
一

部
印
字
し
、事
前
送
付
す
る〝
タ
ー
ン
ア
ラ
ウ
ン
ド

方
式
〞を
開
始
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

タ
ー
ン
ア
ラ
ウ
ン
ド
方
式
に
よ
る
退
職
共
済
年

金
請
求
書
等
の
事
前
送
付
開
始
に
つ
い
て

﹇ 

送
付
対
象
者 

﹈

①
組
合
員
期
間
が
１
年
以
上
の
60
歳
到
達
予
定
者

②
組
合
員
期
間
が
１
年
未
満
の
65
歳
到
達
予
定
者

﹇ 

印
字
す
る
請
求
書
等 

﹈

①
退
職
共
済
年
金
請
求
書

②
勤
務
状
況
等
申
告
書

③
年
金
受
給
権
者
再
就
職
届
書（
他
制
度
加
入
用
）

④
雇
用
保
険
法
に
よ
る
給
付
と
の

調
整
事
由
該
当
届
書
・
不
該
当
届
書

⑤
公
的
年
金
等
の
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書

上
記
印
字
す
る
請
求
書
等

カ
ナ
氏
名

漢
字
氏
名

性
別

生
年
月
日

所
属
所
番
号

証
番
号

給
料
記
録
番
号

基
礎
年
金
番
号

住
所

住
所
コ
ー
ド

退
職
年
月
日

受
給
権
発
生
年
月
日

過
去
に
受
給
し
た
退
職
一
時
金
の
受
給
状
況

①○○○○○○○○○○○自
書○

②─────────○○自
書○

③─────────○○自
書○

④─────────○○自
書○

⑤────自
書────○─自

書○
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